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資料編 

 計画策定の組織体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

役 割： 

新制度の実施に向けた計画を策

定するために、地域の実情を踏ま

えた施策を実施するために審議

を行う。 

 

委員構成 

・学識経験者 

・子ども・子育て支援に関する 

事業に従事する者 

・町長が必要と認める者 

 

 

庁内検討組織 

町長 

審議・報告 

 

 

 

 

 

 

役 割：計画（案）の作成 

部会長：福祉課部長 

部会員：委員会を構成する課の 

係長相当職又は指名された 

者 

西原町 

子ども・子育て支援事業計画 

作業部会 

報告 

反映・審議 

庁外検討組織 

西原町 

子ども・子育て会議 

 

反映 

町民の意見の反映 

子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査 

小学校の放課後の過ごし方のアンケート調査 

放課後学童クラブ経営者に対するアンケート調査 

公民館自治会長に対するアンケート調査 
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 計画策定の経過 

 

作業部会 団体ヒアリング 

アンケート 
各課ヒアリング 子ども・子育て会議 一般町民 

・福祉部長 

・福祉課長 

・教育総務課長 

・委員会を構成する 

課の係長 

・指名された者 

・放課後児童クラブ 

・私立幼稚園への 

ヒアリング 

・公民館自治会長 

・役場職員 ・学識経験者 

・子ども・子育て支援に関する事業 

に従事する者 

・町長が必要と認める者 

・就学前保護者世帯 

・小学校 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
平成 25 年 11 月 19 日 

作業部会 

 平成 25 年 12 月 4 日 

第１回 子ども・子育て会議 

平成 26 年 4 月 

作業部会 

平成 26 年 2 月 19 日 

第 2 回 子ども・子育て会議 

平成 25 年 3 月下旬 

放課後児童クラブ 

アンケート調査 

平成 26 年 5 月 

作業部会 

平成 26 年 4 月 23 日 

第 3回 子ども・子育て会議 

平成 26 年 6 月 

作業部会 平成 26 年 6 月 30 日 

第 4回 子ども・子育て会議 

平成 25 年 12 月 10 日 

就学前児童 

アンケート調査 

平成 26 年 7 月 25 日 

私立幼稚園への 

ヒアリング 

平成 26 年 7 月 

作業部会 
平成 26 年 6 月 

次世代育成支援事

業評価ヒアリング 

平成 26 年 8 月 

作業部会 

平成 26 年 9 月 

作業部会 

平成 26 年 9 月 

作業部会 

平成 25 年 3 月 4 日 

小学校 

アンケート調査 

平成 26 年 9 月 2 日 

第 6回 子ども・子育て会議 

平成 26 年 7 月 29 日 

第 5回 子ども・子育て会議 

平成 26 年 10 月 

作業部会 

平成 26 年 10 月 15 日 

第 7 回 子ども・子育て会議 

平成 26 年 11 月 20 日 

第 8回 子ども・子育て会議 

平成 26 年 10 月 

作業部会 

平成 26 年 11 月 

作業部会 

平成 26 年 11 月 17 日 

公民館自治会長への

アンケート調査 

平成 26 年 10 月 27 日 

平成 26 年度 次世代育

成支援対策地域協議会 

平成 26 年 1 月 

作業部会 
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 西原町子ども・子育て会議 

（１）西原町子ども・子育て会議条例 

（設置） 

第1条 子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。以下「法」という。）第77条第１項の規定

に基づき、西原町子ども・子育て会議（以下「子ども・子育て会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第2条 子ども・子育て会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理するため、必要な事項に関

して意見を述べ、又は調査審議するものとする。 

 （組織） 

第3条 子ども・子育て会議は、委員12人以内をもって組織する。 

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。 

(1) 子ども・子育て支援（法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。次号において同

じ。）に関し学識経験のある者 

 (2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 

 (3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者 

 （委員の任期） 

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （会長及び副会長） 

第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長各1人を置く。 

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。 

3 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。 

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理す

る。 

 （会議） 

第6条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

2 子ども・子育て会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

3 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

 （関係者の出席等） 

第7条 会長は、子ども・子育て会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてそ

の意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。 

 （庶務） 

第8条 子ども・子育て会議の庶務は、福祉部福祉課において処理する。 

 （報酬） 

第9条 町は、委員に対し、西原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭

和47年西原町条例第46号）の定めるところにより、報酬を支給する。 
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 （委任） 

第10条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、別に定め

る。 

  附 則 

（施行期日） 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

（会議の招集に関する特例） 

2 この条例の施行の後最初に開かれる委員会の会議は、第 6 条第 1 項の規定にかかわらず、町長が

招集する。 

（西原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

3 西原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正す

る。 

別表中 

  「 

スポーツ推進委員 〃 4,000円   を 

                           」 

  「 

スポーツ推進委員 〃  4,000 円  

に改める。 
子ども・子育

て会議委員 

学識経験者 〃  7,000 円 

 
その他の委員 〃  4,000 円 

                           」 
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（２）西原町子ども・子育て会議委員名簿 

区 分 所属等 役職・氏名 

 

学識経験者 
社会医療法人敬愛会 

中頭病院 理事 玉
たま

那覇
な は

榮一
えいいち

(任期：H25.12.4～H27.3.31） 

学識経験者 
沖縄キリスト教短期大学 

保育科 教授 川西
かわにし

康
やす

裕
ひろ

(任期：H25.12.4～H27.3.31） 

子育て事業に 

従事する者 

西原町保育連絡協議会 
会長 宮城

みやぎ

茂 光
しげみつ

（任期：H25.12.4～H26.3.31） 

会長 宮城
みやぎ

信
のぶ

仁
ひと

(任期：H26.4.1～H27.3.31） 

私立保育向上連絡協議会 
会長 呉屋

ご や

トミ子
と み こ

（任期：H25.12.4～H26.3.31） 

会長 大城
おおしろ

清美
きよみ

 (任期：H26.4.1～H27.3.31） 

西原町学童保育連絡協議
会 代表 山内

やまうち

奈保子
な ほ こ

(任期：H25.12.4～H27.3.31） 

児童館ファミリークラブ
経験者 代表 城間

しろま

佳
よし

美
み

(任期：H25.12.4～H27.3.31） 

町長が必要と 

認める者 

沖縄県南部福祉保健所 

地域福祉班 主幹 行
ゆき

松
まつ

彩子
さいこ

(任期：H25.12.4～H27.3.31） 

民生委員児童委員協議会 
主任児童委員 

下地
しもじ

裕子
ひろこ

(任期：H25.12.4～H27.3.31） 

西原町ＰＴＡ連合会 
会長 仲里

なかざと

高雄
たかお

(任期：H25.12.4～H27.3.31） 

西原町行政区自治会長会 
代表 平良

たいら

秀子
ひでこ

（任期：H25.12.4～H26.6.29） 

代表 呉屋
ご や

弘子
ひろこ

(任期：H26.6.30～H27.3.31） 

町民（公募） 
玉城
たまき

 綾乃
あやの

(任期：H25.12.4～H27.3.31） 

町民（公募） 仲
なか

村
むら

 香
かおり

(任期：H25.12.4～H27.3.31） 

 

アドバイザー 

区 分 所属等 役職・氏名 

私立幼稚園 関係者 学校法人 善隣学園 善隣幼稚園 園長 国吉
くによし

 守
まもる
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 国の基本指針概要 

（１）子ども・子育て支援制度の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

都道府県子ども・子育て支援事業計画    ※5 年ごと 

都道府県子ども・子育て会議 

協議 

 

○ 満３歳未満の就学前子どもで保育を必要とするもの（３号認定） 

○ 満３歳以上の就学前子どもで保育を必要とするもの（２号認定）  の保護者 

○ 満３歳以上の就学前子ども           （１号認定） 

住 民 

 

 

 

 

 

都道府県 

保育園 幼稚園 

 

小規模保育：利用定員が６人以上 19人以下の施設

で行う 

家庭的保育：厚生労働省令で定める家庭的保育者

の居宅で満３歳未満の乳幼児保育を

行う 

居宅訪問型保育：乳幼児の居宅において家庭的

保育者による保育を行う 

事業者内保育：事業主が労働者の監護する小学校

就学前の子どもを保育 

地域型保育事業（0～2 歳児） 
教育・保育施設 

施設型給付費・地域型保育給付費の支給 

内閣総理大臣が定める額（公定価格）から保護者負担額を

引いた額 

 

※やむを得ない理由により、支給認定前に教育・保

育または地域型保育を受けたときは、『特例施設型

給付』『特例地域型保育給付』を支給する 

認定こども園 

幼保連携型   幼稚園型 

 

保育園型    地方裁量型 

 

施設型給付を受けない 

私立幼稚園 

地域子ども・子育て支援事業 

○地域子育て支援拠点事業 ○一時預かり事業 

○病児・病後児保育事業   ○延長保育事業 

○放課後児童健全育成事業 ○妊婦健康診査事業 

○乳児家庭全戸訪問事業  ○養育支援訪問事業 

子ども・子育て会議（条例による設置、努力義務） 

または子どもの保護者、子ども・子育て支援に係る当事者 

市町村子ども・子育て支援事業計画 

※5 年ごとに見直す 

○年度ごとの教育・保育施設に係る必要利用定員総数 

○地域型保育事業所の必要利用定員総数 

○その他の教育・保育の量の見込み・提供体制の確保の

内容・実施時期 

○年度ごとの地域子ども・子育て支援事業量の見込み・

提供体制の確保の内容・実施時期 

○教育・保育の一体的提供・推進に関する体制の確保の

内容 

意見 

私学助成・就園奨励 

地域型保育給付費 

教
育
・
保
育
給
付
の
受
給
認
定
（
申
請
か
ら
30
日
以
内
） 

教
育
・保
育
給
付
の
受
給
資
格
認
定
申
請 

市町村による  ○情報提供 

○利用あっせん ○利用の要請 

市町村 

施設型給付費 
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（２）保育の必要性の認定について 

ア 保育の必要性の認定についての概要 

子ども・子育て支援法では、保護者の申請を受けた市町村が客観的基準に基づき、保育の必要性を認

定した上で給付を支給する仕組みとなる（子ども・子育て支援法 19条等） 

認定区分 1 号認定 教育標準時間認定（4 時間） 

  2 号認定 満３歳以上・保育認定 

  3 号認定 満３歳未満・保育認定 

 

イ 保育の必要性の認定に係る「事由」について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現行の「保育に欠ける」事由 新制度における「保育の必要性」の事由 

以下のいずれかの事由に該当し、かつ、

同居の親族その他の者が当該児童を保育

することができないと認められること 

 

①昼間労働をすることを常態としている

こと（就労） 

 

②妊娠中であるか又は出産後間がないこ

と（妊娠、出産） 

 

③疾病にかかり、若しくは負傷し、又は

精神若しくは身体に障害を有しているこ

と（保護者の疾病、障害） 

 

④同居の親族を常時介護していること

（同居親族の介護） 

 

⑤震災、風水害、火災その他の災害の復

旧に当たっていること（災害復旧） 

 

⑥前各号に類する状態にあること（その

他）。 

以下のいずれかの事由に該当すること 

※同居の親族その他の者が当該児童を保育すること

ができる場合、その優先度を調整することが可能 

①就労 

・フルタイムのほか、パートタイム、夜間など基本

的にすべての就労に対応（一時預かりで対応可能な

短時間の就労は除く） 

・居宅内の労働（自営業、在宅勤務等）を含む 

②妊娠、出産 

③保護者の疾病、障害 

④同居又は長期入院等をしている親族の介護・看護 

・兄弟姉妹の小児慢性疾患に伴う看護など、同居又

は長期入院・入所している親族の常時の介護・看護 

⑤災害復旧 

 

⑥求職活動 

・起業準備を含む 

⑦就学 

・職業訓練校等における職業訓練を含む 

⑧虐待や DV のおそれがあること 

⑨育児休業制度取得時に、すでに保育を利用してい

る子どもがいて継続利用が必要であること 

⑩その他、上記に類する状態として市町村が認める

場合 

 



資料編

 
 

144 

 

（３）教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の量の見込み算出手順のフロー図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

潜在的家庭類型別児童推計の算出 

就学前児童保護者対象のニーズ調査実施 

（西原町 子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査） 

“顕在的”家庭類型の分類 

利用意向率 等 

“潜在的”家庭類型の分類 母親の就労状況の変更 

人口推計 

【家庭類型】 

タイプＡ：ひとり親家庭 

タイプＢ；フルタイム×フルタイム 

タイプＣ：フルタイム×パートタイム（月 120時間以上、

月 64 時間 120 時間未満の一部） 

タイプＣ‘：フルタイム×パートタイム（月64時間未満、

月 64 時間 120 時間未満） 

タイプＤ：専業主婦（夫） 

タイプＥ：パートタイム×パートタイプ（両親とも月 120

時間以上、月 64 時間 120 時間未満の一部） 

タイプＥ’：パートタイム×パートタイム 

タイプＦ：無業×無業 

 

 

 

 

②2 号認定 
教育・保育の量の見込み算出 

【１号認定】 

満３歳以上の就学前の子ども 

（教育標準時間認定）：専業主婦家庭、就労短時間家庭 

⇒幼稚園、認定こども園 

 

【２号認定】 

満３歳以上の就学前の子どもで、保育を必要とするもの 

⇒教育を希望するもの：幼稚園・認定こども園 

保育所を希望するもの：保育所・認定こども園 

 

【3 号認定】 

満３歳未満の就学前の子どもで、保育を必要とするもの 

⇒保育所・認定こども園、地域型保育施設 

 

地域子ども・子育て支援事業の 

量の見込み算出 

整備量の検討 

整備量の検討 

確保方策の検討 

確保方策の検討 

○時間外保育事業 

○一時預かり事業（幼稚園、保育園） 

○子育て短期支援事業 

○病児・病後児保育事業 

○地域子育て支援拠点事業 

○放課後児童健全育成事業 
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（４）子ども・子育て支援制度に関する用語定義 

 用 語 定 義 

1 子ども・子育て関連３

法 

 

 

 

①「子ども・子育て支援法」（以下、法という。） 

②「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供に関する法律の

一部を改正する法律」（認定こども園法の一部改正） 

③「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総

合的な提供に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関連法律

の整備等に関する法律」（関係法律の整備法：児童福祉法、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律ほかの一部改正） 

2 市町村子ども・子育て

支援事業計画 

5年間の計画期間における幼児期の学校教育・保育・地域の子育て支援に

ついての需給計画をいい、新制度の実施主体として、特別区を含めた全市

町村が作成することになる。（法第61条） 

3 市町村等が設置する

「子ども・子育て会議」 

子ども・子育て支援法第77 条第１項で規定する市町村が条例で設置する

「審議会その他合議制の機関」を言う。本会議は、村長の諮問に応じて答

申する合議制の諮問機関（地方自治法第138 条の４第３項で定める村長

の付属機関）。 

4 幼保連携型認定こども

園 

学校教育・保育及び家庭における養育支援を一体的に提供する施設とし、

学校及び児童福祉施設としての法的位置付けを持つ単一の施設であり、内

閣府が所管する。設置主体は、国、自治体、学校法人、社会福祉法人に限

られる（株式会社等の参入は不可）。（認定こども園法第2条） 

※ここで言う「学校教育」とは、現行の学校教育法に基づく小学校就学前

の満3 歳以上の子どもを対象とする幼児期の学校教育を言い、「保育」と

は児童福祉法に基づく乳幼児を対象とした保育を言う。 

5 子ども・子育て支援 全ての子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよ

う、国若しくは地方公共団体又は地域における子育ての支援を行う者が実

施する子ども及び子どもの保護者に対する支援。（法第7 条） 

6 教育・保育施設 「認定こども園法」第二条第六項に規定する認定こども園、学校教育法第

一条に規定する幼稚園及び児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所

をいう。（法第7条） 

7 施設型給付 認定こども園・幼稚園・保育所（教育・保育施設）を通じた共通の給付。

（法第11条） 

8 特定教育・保育施設 市町村長が施設型給付費の支給に係る施設として確認する「教育・保育施

設」を言い、施設型給付を受けず、私学助成を受ける私立幼稚園は含まれ

ない。（法第27条） 

9 地域型保育事業 小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育及び事業所内保育を行う事業。

（法第7条） 

10 地域型保育給付 小規模保育や家庭的保育等（地域型保育事業）への給付。（法第11条） 
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 用 語 定 義 

11 特定地域型保育事業 市町村長が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認する事

業者が行う「地域型保育事業」を言う。（法第29、43条） 

12 小規模保育 主に満3歳未満の乳児・幼児を対象とし、利用定員が6人以上19人以下で

保育を行う事業。（法第7条） 

13 家庭的保育 主に満3歳未満の乳児・幼児を対象とし、利用定員が5人以下で、家庭的保

育者の居宅またはその他の場所で、家庭的保育者による保育を行う事業。

（法第7条） 

14 居宅訪問型保育 主に満3歳未満の乳児・幼児を対象とし、当該保育を必要とする乳児・幼

児の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業。（法第7条） 

15 事業所内保育 主に満3歳未満の乳児・幼児を対象とし、事業所内の施設において、事業

所の従業員の子どものほか、地域の保育を必要とする子どもの保育を行う

事業。（法第7条） 

16 保育の必要性の認定 保護者の申請を受けた市町村が、国の策定する客観的基準に基づき、保育

の必要性を認定した上で給付を支給する仕組み。（法第19条） 

【参考】認定区分 

・ １号認定子ども：満3 歳以上の学校教育のみ（保育の必要性なし）の

就学前子ども 

・ 2 号認定子ども：満3 歳以上の保育の必要性の認定を受けた就学前子

ども（保育を必要とする子ども） 

・ 3 号認定子ども：満3 歳未満の保育の必要性の認定を受けた就学前子

ども（保育を必要とする子ども） 

17 「確認」制度 給付の実施主体である市町村が、認可を受けた教育・保育施設及び地域型

保育事業に対して、その申請に基づき、各施設・事業の類型に従い、市町

村事業計画に照らし、１号認定子ども、２号認定子ども、３号認定子ども

ごとの利用定員を定めた上で給付の対象となることを確認する制度。（法

第31条） 

※ 認可については、教育・保育施設は都道府県、地域型保育事は市町

村が行う。 

18 地域子ども・子育て支

援事業 

地域子育て支援拠点事業、一時預かり、乳児家庭全戸訪問事業、延長保育

事業、病児・病後児保育事業、放課後児童クラブ等の事業。（法第59条） 
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